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高知市障害者計画等推進協議会 委員名簿 

委嘱期間：令和４年４月１日～令和７年３月31 日 

 

 所属 氏名 

１ 高知市手をつなぐ育成会 会長 竹岡 京子 

２ NPO 法人 高知県難病団体連絡協議会 理事長 竹島  和賀子 

３ NPO 法人 高知市身体障害者連合会 会長 中屋 圭二 

４ 高知市精神障害者家族会連合会 会長 松尾 美絵 

５ 高知県公立大学法人高知県立大学社会福祉学部 准教授 河内 康文 

６ 高知県立療育福祉センター発達障害者支援センター 所長 川村 郁子 

７ （社福）高知市社会福祉協議会 事務局長 竹島 直孝 

８ 合同会社Ｍｙｓｉｇ 代表社員 土門 義和 

９ （社福）ファミーユ高知 高知ハビリテーリングセンター センター長 西岡 由江 

10 （社福）昭和会 専務理事 山本 博之 

11 公募委員 秋永 恭良 

12 高知大学教育学部附属特別支援学校 教諭 宇川 浩之 

13 ＮＰＯ法人 高知県自閉症協会 作業所もえぎ 所長 田村 孝子 

14 高知市民生委員児童委員協議会連合会 大津地区会長  田所 稔 

15 高知県子ども・福祉政策部障害保健支援課 課長 市川 晋 
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●高知市障害者計画等推進協議会条例  

（平成27年４月１日条例第51号） 

平成29年10月１日改正 

 （設置） 

第１条 高知市障害者計画（以下「障害者計画」という。），高知市障害福祉計画（以下「障

害福祉計画」という。）及び高知市障害児福祉計画（以下「障害児福祉計画」という。）

の策定及び推進等に当たり，広範な市民の意見を反映するため，高知市障害者計画等推進

協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 障害者計画，障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関すること。 

⑵ 障害者計画，障害福祉計画及び障害児福祉計画に基づく諸施策の進捗状況に関するこ

と。 

⑶ 障害者計画，障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進の方策に関すること。 

⑷ 障害者計画，障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直しに関すること。 

⑸ 障害者計画，障害福祉計画及び障害児福祉計画の調和に関すること。 

⑹ その他障害者計画，障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進に関すること。 

 （組織） 

第３条 協議会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内で組織する。 

⑴ 障害のある者の代表者     

⑵ 学識経験者 

⑶ 保健，医療及び福祉関係団体の代表者 

⑷ 市民 

⑸ 教育，就労及び雇用関係団体の代表者 

⑹ 高知市自立支援協議会の代表者 

⑺ その他市長が特に必要と認める者 

２ 前項第４号の委員は，公募によるものとし，その選考に当たっては，高知市障害者計画

等推進協議会公募委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）において審査する。 

３ 委員の公募の実施並びに選考委員会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に

定める。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とす

る。 

２ 委員は，再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を行う。 
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 （会議） 

第６条 協議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

（資料提供その他の協力等） 

第７条 協議会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，関係部局その

他の者に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他必要な協力を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は，その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

 （専門部会） 

第９条 協議会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは，協議会に専門部会

を置くことができる。 

２ 専門部会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に定める。 

 （庶務） 

第10条 協議会の庶務は，健康福祉部において処理する。 

 （その他） 

第11条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が協議会

に諮って定める。 

附 則     

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において置かれていた高知市障

害者計画等推進協議会（高知市障害者計画等推進協議会設置要綱（平成14年５月９日制定）

の規定に基づき組織されたものをいう。以下「旧協議会」という。）は，協議会となり，

同一性をもって存続するものとする。 

３ この条例の施行の際現に旧協議会の委員として市長から委嘱されている者及び旧協議会

の会長又は副会長に選任されている者は，施行日において協議会の委員に委嘱され，又は

会長若しくは副会長に選任されたものとみなす。ただし，その任期は，第４条第１項の規

定にかかわらず，旧協議会の委員並びに会長及び副会長としての残任期間に相当する期間

とする。 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 
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施策体系（令和３～５年度） 

＜基本理念＞ ＜施策区分＞ ＜施策＞

1 １－１

１－２

２ ２－１

２－２

２－３

２－４

3 ３－１

３－２

３－３

３－４

３－５

４ ４－１

４－２

５ ５－１

５－２

５－３

６ ６－１

６－２

６－３

相談支援体制の充実

地域生活支援サービスの基盤整備

精神障害者の地域生活実現のための支援

早期発見・早期療育システムの充実

就学前の子どもの支援の充実

就学期の子どもの支援の充実

災害時の支援体制の構築

新型コロナウイルス等感染症対策

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
互
い
に
支
え
合
い

、

い
き
い
き
と
輝
い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

全
て
の
人
が
共
生
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
沿
っ

た
夢
や
希
望
の
実
現

障害への正しい理解と偏見・差別の解消

成人の発達障害のある人への理解と支援促進

住居，交通，まちづくり，情報に関するバリアフリーの推進

地域共生社会の理解促進

障害者雇用に関する企業等への理解の促進

社会参加・いきがいづくりの促進

権利擁護の推進

健康的な生活習慣づくり

保健・医療・福祉の連携

子どもの成長過程に応じた支援体制の強化

適性に応じた就労と職場定着への支援多様な雇用と就労の促進

～自己の能力を最大限に発揮し，
自立した生活をめざすために～

生活・社会環境の充実と
安心安全のしくみづくり

～誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるために～

啓発の充実

～ともに理解し，互いに支え合うために～

保健・医療の充実

～健やかで活力ある生活を送るために～

療育・保育・教育等における
切れ目ない支援体制の充実

～健やかに成長・発達するために～

地域生活支援の充実

～住み慣れた地域で人とのつながりを
大切にして暮らせるために～
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計画推進のための重点施策

＜施策区分＞ ＜施策＞

2-1

3-1

●相談支援事業所事務連絡会年間開催回数：６回
●障害者相談センター会年間開催回数：12回
●相談支援検討会年間開催回数：12回
●相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数：400件
●相談支援事業者の人材育成の支援件数：10件

3-2

●自立支援協議会の年間開催回数：４回
●日中サービス支援型共同生活援助の事業所数：３か所以上
●ＷＡＭＮＥＴ，Licoネットなどの運用：実施

4-１

●就労検討会の開催回数：12回
●農福連携事例累積数（農福連携研究会把握数）：50例

子どもの成長過程に応じた支援体制の強化

～健やかに成長・発達するために～

３
　
地
域
生
活
支
援
の
充
実

４
　
多
様
な
雇
用
と
就
労
の
促
進

適性に応じた就労と職場定着への支援
・就労支援の体制づくり
・農福連携の推進

～住み慣れた地域で人とのつながりを大切にして暮らせるために～

～自己の能力を最大限に発揮し，自立した生活を目指すために～

相談支援体制の充実

地域生活支援サービスの基盤整備

２
　
療
育
・
保
育
・
教
育
等
に
お
け
る

　
切
れ
目
な
い
支
援
体
制
の
充
実

●は指標・目標値
＜主な取組＞

・関係機関の連携（切れ目ない支援）
・保護者や家族の支援
・サポートファイルの効果的な活用

・相談窓口の周知，関係機関との連携
・質の高いケアマネジメントができる人材の育成

・ニーズに応じた地域生活支援サービスやその
　質の向上，連携体制の整備
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協議事項 

 

１ 高知市障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画（令和６～８年度）素

案について 

 
 詳細は，別紙資料１をご覧ください。 

 今回は，計画の第１章から５章までの素案となっ

ております。 

 第６章に記載する「障害福祉計画・障害児福祉計

画」は，第４回推進協議会（令和６年１月10日開催予

定）にて協議いただく予定となっているため，掲載して

いません。 

 

 


